
 

○所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

平成１５年１２月１９日 

規則第６６号 

改正 平成２０年１０月２０日規則第５９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１

５年条例第３８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請書） 

第２条 指定管理者の指定の申請に係る申請書は、別記様式のとおりとする。 

（条例第２条第２号に規定する規則で定める書面） 

第３条 条例第２条第２号に規定する規則で定める書面は、次のとおりとする。 

(1) 定款又はこれに準ずるもの 

(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書 

(3) 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書面 

(4) 事業計画書に係る収支見積書 

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例第３条の規定により指定管理者の候補者を選定す

るため、市長が必要と認める書面 

（平２０規則５９・一部改正） 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年１０月２０日規則第５９号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 
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